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令和６年度 校内通級教室の教育課程について（届） 

このことについて、学校教育法施行規則第１４０条の規定に基づき、校内通級教室による指導を下記

のとおりお届けいたします。 

記 

 

１ 校内通級教室の教育目標 

  ・自らの課題に主体的に向き合い、感情や行動をコントロールし、情緒を安定させ、円滑な集団生

活を送るための素地を養うとともに、周囲の人々と豊かな関係性を築くことができる。 

・自己肯定感や自己有用感をもち、自らの得意な認知能力を生かして、意欲的に学習に参加できる。 

 

２ 教育目標を達成するための基本方針 

・在籍学級での適応と将来の自立を目指すために、発達検査等を用いて児童の実態を的確に把握し、

個別指導計画を基に指導を展開し、評価を行う。 

・社会性やコミュニケーション能力を育てるため、小集団指導と個別指導を効果的に組み合わせ、

安心できる環境の下でチームによる指導を行う。 

・校内通級教室による支援を効果的に行うため、在籍学級の担任・保護者・在籍校の教育支援ＣＯ

やＳＣ・専門家・関連諸機関との密な連携、情報共有を行う。 

 

３ 指導の重点 

 ・児童の実態や認知の特性や学習上または生活上の困難を明らかにするとともに、児童一人ひとり

の課題に応じた自立活動を実施することを通して、自己肯定感を高め、情緒の安定を図る。 

・周囲の人と信頼関係を築き、集団参加の基礎を育てる。 

・意思疎通を図り、相互の考えや思いを理解し合おうとするコミュニケーションの基礎的能力を育

てる。 

・運動機能のバランスのよい向上と健康の増進を図る。 

・学習態勢（着席、注視、傾聴、模倣、簡単な指示理解・指示の受け入れ、参加態度）の確立を目

指す。 

 

４ その他の配慮事項 

・児童の課題や特性に応じて指導時間数を設定する。 

・校内通級教室の指導で、小集団指導と個別指導を組み合わせることを基本とする。 

・興味・関心のあるところからアプローチし、できる・分かる内容に取り組み、達成感や成就感を 

得られるようにする。 

・家庭との連携を図るために、保護者会や年３回の個人面談を実施するとともに、連絡帳の利用や

個別指導計画による課題や目標の共有を図る。 

・臨床発達心理士等専門家と連携し、個々の児童の課題解決を図る。 

・個別最適な学びを保障するために、学習用タブレット端末を活用し学習上の負担を軽減する。 

・小・中一貫した校内通級教室での指導を行うため、中学校で指導継続する児童についての丁寧な

引継ぎを行う。 

・担任とのケース会議や保護者への授業公開を設定する。 

第１表 


